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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそなえた無線通信システムにおいて、
　該送信先通信装置は、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プロセス
番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置へ送信する
とともに、他プロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、前記
或るプロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装
置に送信し、
　該送信元通信装置は、
　該送信先通信装置から送信される、前記或るプロセス番号の受信信号に対する第１送達
確認結果情報と前記他プロセス番号の受信信号に対する第１送達確認結果情報に付加され
た前記或るプロセス番号の受信信号に対する第２送達確認結果情報とに基づいて、該送信
先通信装置へ送信した前記或るプロセス番号の信号の送達確認結果を識別することを特徴
とする、無線通信方法。
【請求項２】
　該送信先通信装置は、
　複数の他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を前記第１送達確認
結果情報に付加することを特徴とする、請求項１記載の無線通信方法。
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【請求項３】
　該送信先通信装置は、
　該送信元通信装置との間の無線環境に応じて、前記第１送達確認結果情報に付加する前
記第２送達確認結果情報の数を変更することを特徴とする、請求項２記載の無線通信方法
。
【請求項４】
　該送信先通信装置は、
　前記第１送達確認結果情報に対して、前記第２送達確認結果情報に加えて所定のトレー
ニングパターン情報を付加することを特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の
無線通信方法。
【請求項５】
　該送信元通信装置は、
　前記第２送達確認結果情報を重み付け合成することを特徴とする、請求項２記載の無線
通信方法。
【請求項６】
　該送信元通信装置は、
　前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け合成して前記識別を行なうことを特徴と
する、請求項１～５のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【請求項７】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であって、
　或るプロセス番号の受信信号及び前記プロセス番号とは異なる他プロセス番号の受信信
号のそれぞれに対して送信すべき第１送達確認結果情報を生成する第１生成手段と、
　前記他プロセス番号の受信信号及び前記或るプロセス番号の受信信号のそれぞれについ
ての第２送達確認結果情報を生成する第２生成手段と、
　前記或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に他プロセ
ス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して前記受信信号の送信元通信
装置へ送信するとともに、他プロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結
果情報に、前記或るプロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して
該送信元通信装置に送信する送信手段とをそなえ、
　該送信手段によって送信された、前記或るプロセス番号の受信信号に対する第１送達確
認結果情報と前記他プロセス番号の受信信号に対する第１送達確認結果情報に付加された
前記或るプロセス番号の受信信号に対する第２送達確認結果情報とが、該送信元通信装置
での前記或るプロセス番号の信号の送達確認結果の識別に用いられることを特徴とする、
無線通信装置。
【請求項８】
　該送信手段が、
　複数の他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を前記第１送達確認
結果情報に付加して前記受信信号の送信元通信装置へ送信する多重送信部をそなえたこと
を特徴とする、請求項７記載の無線通信装置。
【請求項９】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であって、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プロセス
番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号と、他プロセ
ス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、前記或るプロセス番号の
受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号とを送信先通信装置
から受信する受信手段と、
　該受信手段で受信された、前記或るプロセス番号の受信信号に対する第１送達確認結果
情報と前記他プロセス番号の受信信号に対する第１送達確認結果情報に付加された前記或
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るプロセス番号の受信信号に対する第２送達確認結果情報とに基づいて、該送信先通信装
置へ送信した前記或るプロセス番号の信号の送達確認結果を識別する識別手段とをそなえ
たことを特徴とする、無線通信装置。
【請求項１０】
　該識別手段が、
　前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け合成して前記識別を行なうことを特徴と
する、請求項９に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそなえた無線通信システムにおいて、
　該送信先通信装置は、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、該送信元通
信装置との間の無線環境に応じた数の他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認
結果情報を付加して該送信元通信装置へ送信し、
　該送信元通信装置は、
　該送信先通信装置からの前記第１及び第２送達確認結果情報に基づいて該送信先通信装
置へ送信した信号の送達確認結果を識別することを特徴とする、無線通信方法。
【請求項１２】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそなえた無線通信システムにおいて、
　該送信先通信装置は、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、複数の他プ
ロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置へ送
信し、
　該送信元通信装置は、
　該送信先通信装置からの前記第２送達確認結果情報を重み付け合成し、前記重み付け合
成結果と該送信先通信装置からの前記第１送達確認結果情報とに基づいて該送信先通信装
置へ送信した信号の送達確認結果を識別することを特徴とする、無線通信方法。
【請求項１３】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であって、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報を生成する第１
生成手段と、
　前記プロセス番号とは異なる他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情
報を生成する第２生成手段と、
　前記第１送達確認結果情報に前記第２送達確認結果情報を付加して前記受信信号の送信
元通信装置へ送信する送信手段と、
　該送信元通信装置との間の無線環境に応じて、前記第１送達確認結果情報に付加する前
記第２送達確認結果情報の数を変更する制御部とをそなえたことを特徴とする、無線通信
装置。
【請求項１４】
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であって、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プロセス
番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号を送信先通信
装置から受信する受信手段と、
　該受信手段で受信された信号の前記第２送達確認結果情報を重み付け合成し、前記重み
付け合成結果と該受信手段で受信された信号の前記第１送達確認結果情報とに基づいて該
送信先通信装置へ送信した信号の送達確認結果を識別する識別手段とをそなえたことを特
徴とする、無線通信装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信方法及び無線通信装置に関し、例えば、移動通信システムにおける
伝送方式の一つであるＨＳＤＰＡ（High Speed Downlink Packet Access）伝送方式を採
用したシステムに用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、３ＧＰＰ（３rd Generation Partnership Project）で、第３世代移動通信シス
テムの１つの方式であるＷ－ＣＤＭＡ（Wideband-Code Division Multiple Access）方式
の標準化が行なわれている。そして、標準化のテーマの１つとして下りリンクで最大約１
４Ｍｂｐｓの伝送速度を提供するＨＳＤＰＡが規定されている。
　ＨＳＤＰＡでは、適応符号化変調方式を採用しており、例えば、ＱＰＳＫ（Quadrature
 Phase Shift Keying）変調方式と１６値ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）方
式とを基地局、移動局間の無線環境に応じて適応的に切り換えることを特徴としている。
【０００３】
　また、ＨＳＤＰＡは、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）方式を採用して
いる。ＨＡＲＱは、移動局が基地局からの受信データについて誤りを検出した場合に、移
動局からの要求により基地局がデータの再送を行ない、移動局は、既に受信済みのデータ
と、再送された受信データとの双方を用いて誤り訂正復号化を行なうことで特徴付けられ
る。このようにＨＡＲＱでは、誤りがあっても既に受信したデータを有効に利用すること
で、誤り訂正復号の利得を高め、再送回数を抑えている。
【０００４】
　ＨＳＤＰＡに用いられる主な無線チャネルには、ＨＳ－ＳＣＣＨ（High Speed-Shared 
Control Channel）、ＨＳ－ＤＳＣＨ（High Speed-Downlink Shared Channel）、ＨＳ－
ＤＰＣＣＨ（High Speed-Dedicated Physical Control Channel）がある。
　ＨＳ－ＳＣＣＨ、ＨＳ－ＤＳＣＨは、双方とも下り方向（即ち、基地局から移動局への
方向）の共通チャネルであり、ＨＳ－ＳＣＣＨは、ＨＳ－ＤＳＣＨにて送信するデータに
関する各種パラメータ（Ｌ１情報）を送信する制御チャネルである。各種パラメータとし
ては、例えば、どの変調方式を用いてＨＳ－ＤＳＣＨによりデータを送信するかを示す変
調タイプ情報や、拡散符号の割当て数（コード多重数）、ＨＳ－ＤＳＣＨのプロセス番号
、送信データが再送分であるかどうかを示すための再送／新規インジケータ、送信データ
に対して行なうレートマッチングのパターン等の情報が挙げられる。
【０００５】
　また、ＨＳ－ＳＣＣＨでは、複数の拡散符号（例えば４つ）を利用して複数の移動局に
対して同時に制御信号を送信可能であり、移動局では、ＵＥ－ＩＤ（User Equipment-IDe
ntity）により、上記複数のＨＳ－ＳＣＣＨのうち、自局宛のＨＳ－ＳＣＣＨを判定する
ことができるようになっている。
　一方、ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、移動局から基地局への方向である上り方向の個別の制御チ
ャネルであり、ＨＳ－ＤＳＣＨを介して受信したデータの受信可、否に応じてそれぞれＡ
ＣＫ信号（ＡＣＫ情報）、ＮＡＣＫ信号（ＮＡＣＫ情報）を移動局が基地局に対して送信
する場合に用いられる。なお、移動局がデータの受信に失敗した場合、例えば、受信した
データがＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）エラーである場合等は、ＮＡＣＫ信号が移
動局から送信されるので、基地局は再送制御を実行することとなる。
【０００６】
　その他、ＨＳ－ＤＰＣＣＨは、基地局からの受信信号の受信品質（例えばＳＩＲ：Sign
al to Interference Ratio）を測定した移動局が、その結果をＣＱＩ（Channel Quality 
Indicator）として基地局に送信するためにも用いられる。基地局は、受信したＣＱＩに
より、下り方向の無線環境の良否を判断し、良好であれば、より高速にデータを送信可能
な変調方式に切り換え、逆に良好でなければ、より低速にデータを送信する変調方式に切
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り換える（即ち、適応変調を行なう）。ここで、図２１に上記ＨＳ－ＤＰＣＣＨのフレー
ム構成を示し、また、図２２にＨＳ－ＤＰＣＣＨのフィールドを示す。
【０００７】
　上述したように、ＨＳＤＰＡを適用したシステムでは、基地局と移動局とで送受される
データの送達確認を行なって、データ分割単位（ＰＤＵ：Packet Data Unit）の欠落を検
出した場合や、送受信エラーを検出した場合に、誤り訂正（ＦＥＣ：Forward Error Corr
ection）及び自動再送（ＡＲＱ：Automatic Repeat reQuest）を行なう。
　さらに、上記ＨＡＲＱを効率的に動作させて、通信効率を向上させるために、基地局、
移動局間の無線通信において、Ｎ（Ｎは２以上の整数）個のＨＡＲＱプロセスを設ける、
Ｎチャネルストップアンドウェイト（N-channel Stop and Wait）方式がある。この方式
では、或る送信プロセスに対する送達確認結果情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）が対向局（
基地局又は移動局）から到達する前に、次の送信プロセスに該当するＰＤＵを前記対向局
に送出することが可能となる。
【０００８】
　例えば、上記Ｎチャネルストップアンドウェイト方式において、例えば、Ｎ＝６の場合
にプロセス番号「１」のＰＤＵが基地局から移動局宛に送信されると、当該ＰＤＵに対応
するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が、移動局から基地局へと到達する前に、最大６プロセス分の
ＰＤＵを先回りで順次送出する。これにより、応答遅延の大きい無線通信システムなどで
も通信効率を向上させることを可能としている。なお、上記Ｎチャネルストップアンドウ
ェイト方式を適用したＨＡＲＱにおいて、複数（Ｎ）個のプロセスは、各々独立したプロ
セスであり、１プロセスの送達確認結果情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）は１対１に対応付
けされて対向局に通知される。
【０００９】
　しかしながら、通信状態の劣化等により、複数あるプロセスのいずれかのデータが対向
局側に正しく到達しないことがある。
　その結果、送信側（移動局）及び受信側（基地局）間でＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の認識不
一致が発生した場合、その誤認識パターンにより、例えば以下（１）～（４）に示すよう
な動作異常が発生する。図２３は、移動局側からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が、基地局側で
誤認識された場合の基地局の送信動作の一例を示す図である。即ち、
　（１）基地局が、移動局からのＡＣＫ情報をＮＡＣＫ情報と誤認識した場合、移動局（
対向局）でデータが正常に受信されなかったと判断（判定）して当該データを再送（再送
処理）する。
【００１０】
　（２）基地局が、移動局からのＡＣＫ情報をＤＴＸ（未達）情報と誤認識した場合、移
動局では送信したことが認識できていないと判断し、同じデータを新規送信する。
　（３）基地局が、移動局からのＮＡＣＫ情報をＡＣＫ情報と誤認識した場合、移動局で
はデータを正常に受信できたと判断し、次の新規データを送信する。
　（４）基地局が、移動局からのＮＡＣＫ情報をＤＴＸ情報と誤認識した場合、移動局で
は基地局からデータを送信したことが認識できていないと判断し、同じデータを新規送信
する。なお、この場合、ＩＲ（Incremental Redundancy）合成動作時は、基地局は、ＲＶ
（Redundancy Version）を変えずにデータを送信するため、ＩＲ合成のゲインは得られな
いこととなる（Chase合成となる）。
【００１１】
　このように、基地局がＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を誤認識した場合、本来再送すべきデータ
があるにも関わらず再送しなかったり、正常受信できたにも関わらず無駄に再送を行なっ
たりすることがある。
　そこで、上記の問題を解消するために、図２４に示すように、プリアンブル（Preamble
）及びポストアンブル(Postamble)（以下、それぞれＰＲＥ，ＰＯＳＴと称することがあ
る）と呼ばれる、予め既知のトレーニングパターンを上記送達確認結果情報（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報）の前後に付加し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の検出閾値を調整することで、送信
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電力を低く抑えつつも、受信側でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の検出精度を改善する方式が後
記非特許文献１で提案されている。
【００１２】
　一方、下記特許文献１には、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を示す全シンボルの軟判定値を合成
し、この合成結果と所定のしきい値との比較に基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を判定する
技術が開示されている。
　また、下記非特許文献２には、移動局及び基地局間の無線伝播路の許容エラーレートに
ついて記載されている。
【特許文献１】特開２００５－５１７１３号公報
【非特許文献１】TR 25.899 V6.1.0 (2004-09)(6.7 ACK/NACK Transmit Power Reduction
 for HS-DPCCH with preamble and postamble)
【非特許文献２】TS25.104 V7.4.0 (2006-06) (8.10 Performance of ACK/NACK detectio
n for HS-DPCCH)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　上述した従来技術では、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識発生率を低減するための工夫が
考えられている。
　しかしながら、上記送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）を伝送する制御ＣＨ（ＨＳ
－ＤＰＣＣＨ）が受信局（基地局）で復調されない場合なども考慮すると、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報を正常（確実）に伝送することは補償されていない。
【００１４】
　特に、移動局及び基地局間の無線伝播路の許容エラーレートは、予め決められた環境下
では、仕様条件１０-2未満と規定されているが（上記非特許文献２参照）、この許容エラ
ーレートは、長周期でのエラーレートであるため、高速移動時やマルチパスフェージング
環境下、即ち、瞬時のエラーレートとしては大きく、エラーが発生しやすい状況であると
いえる。
【００１５】
　このような背景からも分かるように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識は無視できないも
のとなっており、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が誤認識されたプロセスにおいて、本来の正常な
データ通信（再送）動作が行なわれないことが問題となっている。
　ここで、図２５を用いてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識が発生した場合のデータ（パケ
ット）通信（再送処理）について説明する。図２５は例えば、上記（３）の場合のデータ
通信を説明するためのフロー図である。
【００１６】
　まず、Ｎチャネルストップアンドウェイト方式を用いた通信システムにおいて、基地局
がプロセス番号「１」（Process #1）、パケット番号「Ｘ」（パケットNO.X）の新規デー
タを送信（パケット送信）すると、移動局は、基地局からの当該データを正常に受信でき
なければＮＡＣＫ情報を送信する（パケット受信結果のフィードバック）。
　基地局は、移動局からの送達確認結果情報を受信するが（フィードバック情報受信）、
移動局からのＮＡＣＫ情報を無線伝播路によるエラーのためにＡＣＫ情報と誤認識すると
、次のプロセス番号「１」における送信処理時に、プロセス番号「１」、パケット番号「
Ｘ＋１」（パケットNO.X+1）の新規データを送信する（ＨＡＲＱブロック）。
【００１７】
　移動局は、プロセス番号「１」（Process #1）、パケット番号「Ｘ」のデータについて
再送合成を行なう予定であったが、基地局から新たに受信したデータが、プロセス番号「
１」、パケット番号「Ｘ＋１」の新規データであるため、再送合成を行なうことができな
い。また、基地局からは、プロセス番号「１」（Process #1）、パケット番号「Ｘ」の再
送データが送られてこないので、このデータ（パケット）は欠落することになる。
【００１８】
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　このように、基地局において、移動局からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を誤認識した場合、
本来の正常なデータ通信動作が行なわれないこととなる。他にも例えば、基地局が、ＡＣ
Ｋ応答をＮＡＣＫやＤＴＸと認識してしまった場合は、次回新規データを送るべきところ
が、再送処理を行なうため、通信レートの低下を招くことになる。
　このように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が誤認識されたプロセスは、そのプロセスに対する
次の送達確認情報（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）が正常に受信できるまで一時的にデッドロッ
クすることとなる。
【００１９】
　したがって、例えば、Ｎチャネルストップアンドウェイト方式のＨＡＲＱ処理において
、Ｎ＝６の場合に、ある１プロセスがデッドロックすると、約１７％（１／６）もの通信
レート（スループット）が低下することになる。
　本発明は、上記のような課題に鑑み創案されたもので、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識
の発生確率を低減できるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　（１）第１の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号
に従って信号の送受信処理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそなえた無線通
信システムにおいて、前記送信先通信装置が、或るプロセス番号の受信信号に対して送信
すべき第１送達確認結果情報に、他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果
情報を付加して前記送信元通信装置へ送信するとともに、他プロセス番号の受信信号に対
して送信すべき第１送達確認結果情報に、前記或るプロセス番号の受信信号についての第
２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置に送信し、前記送信元通信装置が、前記
送信先通信装置から送信される、前記或るプロセス番号の受信信号に対する第１送達確認
結果情報と前記他プロセス番号の受信信号に対する第１送達確認結果情報に付加された前
記或るプロセス番号の受信信号に対する第２送達確認結果情報とに基づいて、前記送信先
通信装置へ送信した前記或るプロセス番号の信号の送達確認結果を識別する、無線通信方
法を用いることができる。
【００２１】
　（２）ここで、前記送信先通信装置が、複数の他プロセス番号の受信信号についての第
２送達確認結果情報を前記第１送達確認結果情報に付加するようにしてもよい。
　（３）また、前記送信先通信装置が、前記送信元通信装置との間の無線環境に応じて、
前記第１送達確認結果情報に付加する前記第２送達確認結果情報の数を変更するようにし
てもよい。
【００２２】
　（４）さらに、前記送信先通信装置が、前記第１送達確認結果情報に対して、前記第２
送達確認結果情報に加えて所定のトレーニングパターン情報を付加するようにしてもよい
。
　（５）また、前記送信元通信装置は、前記第２送達確認結果情報を重み付け合成するよ
うにしてもよい。
【００２３】
　（６）さらに、前記送信元通信装置は、前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け
合成して前記識別を行なうようにしてもよい。
　（７）また、第２の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセ
ス番号に従って信号の送受信処理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であっ
て、或るプロセス番号の受信信号及び前記プロセス番号とは異なる他プロセス番号の受信
信号のそれぞれに対して送信すべき第１送達確認結果情報を生成する第１生成手段と、前
記他プロセス番号の受信信号及び前記或るプロセス番号の受信信号のそれぞれについての
第２送達確認結果情報を生成する第２生成手段と、前記或るプロセス番号の受信信号に対
して送信すべき第１送達確認結果情報に他プロセス番号の受信信号についての第２送達確
認結果情報を付加して前記受信信号の送信元通信装置へ送信するとともに、他プロセス番
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号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、前記或るプロセス番号の受信
信号についての第２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置に送信する送信手段と
をそなえ、該送信手段によって送信された、前記或るプロセス番号の受信信号に対する第
１送達確認結果情報と前記他プロセス番号の受信信号に対する第１送達確認結果情報に付
加された前記或るプロセス番号の受信信号に対する第２送達確認結果情報とが、該送信元
通信装置での前記或るプロセス番号の信号の送達確認結果の識別に用いられる、無線通信
装置を用いることができる。
【００２４】
　（８）ここで、前記送信手段は、複数の他プロセス番号の受信信号についての第２送達
確認結果情報を前記第１送達確認結果情報に付加して前記受信信号の送信元通信装置へ送
信する多重送信部をそなえていてもよい。
　（９）また、第３の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセ
ス番号に従って信号の送受信処理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であっ
て、或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プロセ
ス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号と、他プロ
セス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、前記或るプロセス番号
の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号とを送信先通信装
置から受信する受信手段と、前記受信手段で受信された、前記或るプロセス番号の受信信
号に対する第１送達確認結果情報と前記他プロセス番号の受信信号に対する第１送達確認
結果情報に付加された前記或るプロセス番号の受信信号に対する第２送達確認結果情報と
に基づいて、前記送信先通信装置へ送信した前記或るプロセス番号の信号の送達確認結果
を識別する識別手段とをそなえた、無線通信装置を用いることができる。
【００２５】
　（１０）ここで、前記識別手段は、前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け合成
して前記識別を行なうように構成されてもよい。
　（１１）また、第４の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロ
セス番号に従って信号の送受信処理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそなえ
た無線通信システムにおいて、該送信先通信装置は、或るプロセス番号の受信信号に対し
て送信すべき第１送達確認結果情報に、該送信元通信装置との間の無線環境に応じた数の
他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置
へ送信し、該送信元通信装置は、該送信先通信装置からの前記第１及び第２送達確認結果
情報に基づいて該送信先通信装置へ送信した信号の送達確認結果を識別する、無線通信方
法を用いることができる。
　（１２）さらに、第５の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプ
ロセス番号に従って信号の送受信処理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそな
えた無線通信システムにおいて、該送信先通信装置は、或るプロセス番号の受信信号に対
して送信すべき第１送達確認結果情報に、複数の他プロセス番号の受信信号についての第
２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置へ送信し、該送信元通信装置は、該送信
先通信装置からの前記第２送達確認結果情報を重み付け合成し、前記重み付け合成結果と
該送信先通信装置からの前記第１送達確認結果情報とに基づいて該送信先通信装置へ送信
した信号の送達確認結果を識別する、無線通信方法を用いることができる。
　（１３）また、第６の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロ
セス番号に従って信号の送受信処理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であ
って、或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報を生成する
第１生成手段と、前記プロセス番号とは異なる他プロセス番号の受信信号についての第２
送達確認結果情報を生成する第２生成手段と、前記第１送達確認結果情報に前記第２送達
確認結果情報を付加して前記受信信号の送信元通信装置へ送信する送信手段と、該送信元
通信装置との間の無線環境に応じて、前記第１送達確認結果情報に付加する前記第２送達
確認結果情報の数を変更する制御部とをそなえた、無線通信装置を用いることができる。
　（１４）さらに、第７の案として、再送合成対象の信号を特定するために定義されたプ
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ロセス番号に従って信号の送受信処理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置で
あって、或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プ
ロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号を送信
先通信装置から受信する受信手段と、該受信手段で受信された信号の前記第２送達確認結
果情報を重み付け合成し、前記重み付け合成結果と該受信手段で受信された信号の前記第
１送達確認結果情報とに基づいて該送信先通信装置へ送信した信号の送達確認結果を識別
する識別手段とをそなえた、無線通信装置を用いることができる。
【発明の効果】
【００２６】
　上記本発明によれば、少なくとも次のいずれかの効果ないし利点が得られる。
　（１）あるプロセス番号の受信データに対応する第１送達確認結果情報を１対１で対応
付けて送受信する場合に比して、送達確認結果情報の冗長度を増して誤り耐性を向上する
ことができ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信側での誤認識発生率を低減することが可能とな
る。したがって、特定のプロセスのデッドロックの発生を抑制でき、送信元通信装置、送
信先通信装置間の通信のスループットを向上させることが可能となる。
【００２７】
　（２）また、前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け合成して前記識別を行なう
ことにより、例えば受信状態（通信環境）が良好なプロセスに対応する送達確認結果情報
について重み付けを大きくすることで、受信状態の変化に柔軟に対応した送達確認結果情
報判定処理を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下、本発明の実施形態及びその変形例について、図面を用いて説明する。
　〔Ａ〕一実施形態の説明
　図１及び図２は、それぞれ、本発明の一実施形態に係る無線通信装置の要部の構成を示
すブロック図で、図１に示す装置１は、例えば、移動通信システムを構成する移動局であ
り、図２に示す装置２１は、同システムを構成する基地局である。なお、以下の説明にお
いて、基地局２１から移動局１への方向のデータ（パケット）通信に着目すれば、基地局
２１はパケットの送信元通信装置に相当し、移動局１はパケットの送信先通信装置に相当
する。
【００２９】
　（移動局１の説明）
　まず、図１に示す移動局１は、再送合成（ＨＡＲＱ合成）対象の信号（データ）を特定
するために定義されたプロセス番号に従って、データの送受信処理を行なう無線通信装置
であって、例えば、送受信アンテナ２と、デュプレクサ３と、制御チャネル受信処理部４
と、データチャネル受信処理部５と、制御部６と、送信処理部７とをそなえて構成される
。
【００３０】
　ここで、送受信アンテナ２は、基地局２１から送信される下り信号（ダウンリンクの信
号）を受信する一方、基地局２１宛の上り信号（アップリンクの信号）を送信するもので
ある。
　デュプレクサ３は、前記送受信アンテナ２から受信した信号を制御チャネル受信処理部
４及びデータチャネル受信処理部５に送出するとともに、送信処理部７からの信号を前記
送受信アンテナ２に送出するものである。
【００３１】
　制御チャネル受信処理部４は、前記送受信アンテナ２を通じて受信した下り信号の制御
チャネル（例えば、ＨＳＤＰＡにおけるＨＳ－ＳＣＣＨ）を復調及び復号する機能を具備
するものである。
　データチャネル受信処理部５は、前記送受信アンテナ２を通じて受信した下り信号のデ
ータチャネル（例えば、ＨＳＤＰＡにおけるＨＳ－ＰＤＳＣＨ：High Speed-Physical Do
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wnlink Shared Channel）を復調及び復号する機能を具備するものであり、このために、
本例では、復調部８と、ＳＩＲ測定部９と、再送合成部１０と、再送合成用記憶バッファ
１１と、チャネル復号化部１２と、ＣＲＣチェック部１３とをさらにそなえて構成される
。
【００３２】
　ここで、復調部８は、前記送受信アンテナ２を通じて受信した下り信号のデータチャネ
ルについて基地局２１側での変調方式（ＱＰＳＫや１６値ＱＡＭ等）に対応した復調方式
で復調処理を行なうものであり、例えば、前記デュプレクサ３からのチャネル別のビット
データをシンボルデータに復調し、復調されたチャネル別のシンボルデータを次段の再送
合成部１０に入力するものである。なお、ＨＳＤＰＡのように適応符号化変調方式を採用
している場合、前記変調方式に関する情報は、前記制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）にて
通知することができる。
【００３３】
　また、ＳＩＲ測定部９は、基地局２１からの下り信号の受信品質情報としてＳＩＲを測
定するものである。なお、このＳＩＲ測定部９で測定したＳＩＲ値に基づいて例えば制御
部６がＣＱＩを生成して制御チャネル経由で基地局２１へフィードバックすることができ
る。
　再送合成部１０は、前記復調部８からのデータが再送データである場合に、当該再送デ
ータと再送合成用記憶バッファ１１に格納されている同一プロセスの受信済みのデータと
を再送合成（ＨＡＲＱ合成）処理するものであり、再送合成用記憶バッファ１１は、復調
部８からのデータを再送合成処理に備えて格納（記憶）しておくものである。
【００３４】
　また、チャネル復号化部１２は、前記再送合成部１０からのデータについて、基地局２
１での符号化方式や符号化率に応じたチャネル復号処理（例えば、誤り訂正復号化処理）
を施すもので、ＨＳＤＰＡのように適応符号化変調方式を採用している場合、それらの情
報も、例えば前記制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）にて通知される。
　ＣＲＣチェック部１３は、このチャネル復号化部１２からのデータについて、ＣＲＣチ
ェック処理（ＣＲＣ演算）を施すもので、後述するように、その結果が正常（ＯＫ）であ
ればＡＣＫ情報が、異常（ＮＧ）であればＮＡＣＫ情報が基地局２１へフィードバックさ
れることになる。
【００３５】
　さらに、制御部６は、移動局１での処理を統括的に制御するもので、本例では、図１中
に示すように、開放処理部１４と、タイマ１５と、並び替え処理部１６と、ＲＬＣ処理部
１７とをさらにそなえて構成されている。これらの機能は、例えば、図示しないＣＰＵ（
Central Processing Unit）やＤＳＰ（Digital Signal Processor）などのプロセッサ及
び必要なメモリ等により実現される。
【００３６】
　ここで、並び替え処理部１６は、前記データチャネル受信処理部５からの複数のデータ
（ＰＤＵ）を所定のフォーマットに組み立てるために、ある到着順序で受信したＰＤＵの
並び替え処理を行なうものである。即ち、到着したＰＤＵを図示しないバッファ（メモリ
）に格納しておき、同一プロセス番号の複数のＰＤＵについて所定のフォーマットに適合
する順序に並び替えて、図示しない上位レイヤに受信データを送出することにより、所定
フォーマットのＰＤＵを組み立てることを可能としている。なお、ある同一プロセス番号
の複数のＰＤＵについて上記並び替え処理を行なう間、基地局２１から到着する、他のプ
ロセス番号のＰＤＵについても、前記バッファ（メモリ）に格納しておく（待機状態にす
る）ことができるようにもなっている。
【００３７】
　ＲＬＣ処理部１７は、前記ＣＲＣチェック部１３でのＣＲＣチェック結果に基づいてＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ判定を行なうもので、例えば、そのＣＲＣチェック結果が正常（ＯＫ）で
あればＡＣＫ情報を、異常（ＮＧ）であればＮＡＣＫ情報をそれぞれ送信処理部７へ送出
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するようになっている。なお、このＲＬＣ処理部１７は、前記ＳＩＲ測定部９で測定され
たＳＩＲ値に基づいてＣＱＩを生成して送信処理部７に送出することもできるようになっ
ている。
【００３８】
　また、タイマ１５は、前記並び替え処理部１６での並び替え処理に要する時間の上限値
を定め、前記並び替え処理を制御するものである。つまり、タイマ１５で設定した最大待
機時間（ＷＴ：Waiting Time）が経過した場合、並び替え処理部１６は、前記並び替え処
理を停止して、受信データを上位レイヤへ送出するようになっている。
　さらに、開放処理部１４は、タイマ１５で設定される所定時間（ＷＴ）毎に、上記バッ
ファの領域を開放するものである。
【００３９】
　次に、送信処理部７は、受信データに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報と、基地局２１宛
の送信データとを合成してデータ送信フレームを構成する等の、基地局２１に対するアッ
プリンクの信号の送出処理を行なうもので、このために、本例では、図１中に示すように
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８と、マルチプレクサ（ＭＵＸ：Multiplexer）１９と、プ
ロセスカウンタ２０とをさらにそなえて構成されている。
【００４０】
　ここで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８は、プロセスカウンタ２０により指定されるプロ
セス番号別に、前記制御部６でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定結果に基づいて、それぞれ処理対
象のプロセス番号の受信データについて２種類のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報、即ち、或るプロ
セス番号の受信データに対する本来的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報となるべきＯｗｎ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報（第１送達確認結果情報）と、当該プロセス番号とは異なる他のプロセス
番号の受信データに対する付加的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報となるべきＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報（第２送達確認結果情報）とを生成するものである。
【００４１】
　なお、このＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８は、これらのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に加えて所
定のトレーニングパターン（例えば、図２４により、既述のＰＲＥ及びＰＯＳＴ）情報を
生成して当該ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に付加することもできるようになっている。
　そのため、本ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８は、図１中に示すように、少なくとも、上記
ＯＷＮ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を生成するＯＷＮ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部（第１生成手
段）３８と、上記Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を生成するＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ生成部（第２生成手段）３９とをそなえて構成されている。なお、ＯＷＮ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の量（ビット数）は、いずれも、
前記ＳＩＲ測定部９で測定されたＳＩＲ値などの無線環境に関するパラメータに基づいて
適応的に変更（制御）してもよい。その機能は、例えば制御部６にもたせることができる
。
【００４２】
　ＭＵＸ（多重化部）１９は、プロセスカウンタ２０によるプロセス制御に基づいて、基
地局２１宛の送信データと、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８からのＯｗｎ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報と、前記トレーニングパターン情報と
を所定のフレームフォーマット（例えば図３や図４に示すフレームフォーマット）に適合
するよう多重し、前記デュプレクサ３宛に送出するものである。
【００４３】
　プロセスカウンタ２０は、前記プロセス番号を繰り返しインクリメントしてＭＵＸ１０
及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８に通知することにより、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報、ト
レーニングパターン情報の生成、多重化をプロセス番号毎に管理、制御するものである。
　つまり、本例の送信処理部７は、上記のＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８（３８，３９）と
、ＭＵＸ１９と、プロセスカウンタ２０とをそなえることにより、前記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報（第１送達確認結果情報）にＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第２送達
確認結果情報）を付加して前記受信（データ）信号の送信元通信装置である基地局２１へ
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送信する送信手段として機能することになる。
【００４４】
　また、本例のＭＵＸ１９は、複数の他プロセス番号の受信信号についてのＯｔｈｅｒ　
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第２送達確認結果情報）をＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第１
送達確認結果情報）に付加して前記受信（データ）信号の送信元通信装置である基地局２
１へ送信する多重送信部として機能するものである。
　（移動局１の動作説明）
　以下、上述のごとく構成された本実施形態の移動局１の全体動作について簡単に説明す
ると、まず、基地局２１からの下り信号を送受信アンテナ２で受信し、制御チャネル受信
処理部４にて前記（受信）信号の制御チャネルを復調及び復号するとともに、データチャ
ネル受信処理部５にて前記（受信）信号のデータチャネルについて、復調及び復号し、必
要であれば再送合成処理を行なう。次いで、制御部６にて前記受信信号について所要のデ
ータ処理、例えば、或るプロセス番号の前記受信信号のＣＲＣチェック結果がＯＫである
場合は、ＡＣＫ判定を行ない、また、或るプロセス番号の前記受信信号のＣＲＣチェック
結果がＮＧである場合は、ＮＡＣＫ判定を行なう。
【００４５】
　そして、制御部６でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定結果に基づいて、送信処理部７にて、プロ
セスカウンタ２０により指定されるプロセス番号別に、或るプロセス番号の受信データに
対する本来的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）と、当該プロセ
ス番号とは異なる他のプロセス番号の受信データに対する付加的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
（Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）とを生成し、これらの受信信号に対応するＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報と、基地局２１宛の送信データとを合成してデータ送信フレームを構成し
て、基地局２１に対して送信する。
【００４６】
　（基地局２１へのフィードバック情報のフレームフォーマットの説明）
　次に、上述の移動局１で生成される基地局２１へのフィードバック情報のフレームフォ
ーマットについて、図３及び図４を用いて説明する。図３及び図４は上記ＭＵＸ１９から
出力されるフレームフォーマットの一例を示す模式図である。
　図３に示すフレームフォーマットは、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をトレーニン
グパターン（ＰＲＥ及びＰＯＳＴ）で挟んだフレームフォーマットの後部に、さらに上記
Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を追加（付加）したフレームフォーマットである。た
だし、この図３に示すフレームフォーマットは、Ｎ＝６のストップアンドウェイト方式の
場合について示しており、プロセス番号「６」の受信データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報をＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とし、他のプロセス番号「Ｎ－１」，「Ｎ－２」，「
Ｎ－３」，「Ｎ－４」，「Ｎ－５」＝「５」，「４」，「３」，「２」，「１」の受信デ
ータに対する各ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をそれぞれＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とし
て多重化する様子を表している。このとき、上記Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報には
、プロセス番号「１」～「５」の各受信データに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として、例
えば、２ビットずつのＡＣＫ情報（ここでは、「１１」）又はＮＡＣＫ情報（ここでは、
「００」）が多重化されている。
【００４７】
　これにより、例えばＮ＝６の場合のストップアンドウェイト方式では、１つのプロセス
番号の受信データに対して、本来のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報）とともに、他の５つのプロセス番号の受信データについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
２ビットずつの計１０ビットで基地局２１へ送信できることになる。これは、図５及び図
６により後述するように、６プロセス分の上記フレームフォーマットを送信すれば、１プ
ロセス番号につき、本来のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）に加
えて２ビット分のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）を５プロ
セスに分散して繰り返し送信することになる。
【００４８】
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　したがって、基地局２１では、上記フレームフォーマットを６プロセス分受信すれば、
１プロセス番号につき、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に加えて２ビット×５（プロ
セス）＝１０ビット分のＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ
判定処理を行なうことができることになり、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のみに基づく
判定に比して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤り耐性を向上して誤判定の発生率を低減するこ
とが可能となる。
【００４９】
　なお、上記フレームフォーマット、即ち、トレーニングパターン情報，Ｏｗｎ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のマッピング（多重化）順序は、
適宜変更してもよい。例えば、図４に示すように、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及
びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報をトレーニングパターン（ＰＲＥ及びＰＯＳＴ）で
ともに挟んだ形のフレームフォーマットとすることもでき、この場合も、図３に示すフレ
ームフォーマットと同様の作用効果を得ることが可能となる。もっとも、図３に示すフレ
ームフォーマットを採用すれば、従来フォーマット（図２４参照）との互換を保つことも
容易となる。
【００５０】
　次に、図３のフレームフォーマットを用いた場合のプロセス毎のフレームフォーマット
を図５及び図６に示す。これらの図５及び図６からも分かるように、他のプロセス番号「
１」の受信データについてのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を含むフレームには、プロセ
ス番号「６」～「２」の５プロセス分の受信データについての各Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報（２ビット）が付加（多重化）されている。
【００５１】
　同様に、プロセス番号「２」の受信データについてのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を
含むフレームには、他のプロセス番号「１」，「６」～「３」の５プロセス分の受信デー
タについてのＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が付加され、以下、プロセス番号「３」
～「６」の受信データについてのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を含むフレームについて
も、それぞれ上記と同様に（Ｎ－１）プロセス分の他のプロセス番号についてのＯｔｈｅ
ｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が付加される。
【００５２】
　なお、既述のとおりＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット数は、適宜変更可能で
あるが、それだけでなく、Ｎプロセス中にＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報としてマッ
ピングする他の同一プロセス番号のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の比率、つまり、或るプロセス
番号についてのＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の繰り返し数も適宜変更してよい。例
えば、図７に示すように、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として、２プロセス分のＯ
ｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｎ－１，Ｎ－２）を５ビットずつ付加するようにして
もよい。
【００５３】
　したがって、他プロセス番号の受信データに対応するＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報のプロセス数及び当該Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット数は、例えば、移動
局１及び基地局２１間の通信環境（無線環境）を表すパラメータ（ＳＩＲ値など）に基づ
いて、適応的に変更することも可能である。
　例えば、前記通信環境が良好である場合は、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のプロ
セス数及び当該Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット数を少なくすることにより、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識発生率を抑制しつつ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報についての通
信量を低減させることが可能となる。
【００５４】
　また、例えば、前記通信環境が良好でない場合は、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
のプロセス数及び当該Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のビット数多くすることにより
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識発生率のさらなる抑制を図ることが可能となる。
　上記の各機能は、例えばＭＵＸ１９に具備される機能により実現される。つまり、本例
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のＭＵＸ１９は、受信（データ）信号の送信先通信装置である移動局１と受信（データ）
信号の送信元通信装置である基地局２１との間の無線環境（ＳＩＲ等）に応じて、前記Ｏ
ｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第１送達確認結果情報）に付加するＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報（前記第２送達確認結果情報）のビット数を変更する付加ビット数変更部と
して機能するとともに、前記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第１送達確認結果情報）に
対して、前記Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第２送達確認結果情報）に加えて所定
のトレーニングパターン情報を付加するトレーニングパターン付加部として機能すること
となる。
【００５５】
　このように移動局１から送信される２種類のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を基地局２１が受信
して、これに基づきＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定（認識）を行なうことにより、あるプロセス番
号の受信データについてのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を１対１で対応付けて送受信する場合に
比して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の冗長度が増し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識発生率を
低減することが可能となる。
【００５６】
　（基地局２１の説明）
　次に、図２に示す基地局２１は、既述のプロセス番号に従って、上記移動局１とデータ
（パケット）の送受信処理を行なう装置であって、本例では、上位レイヤ処理部２２と、
データフレーム処理部２３と、ＣＲＣ付加部２４と、チャネル符号化部２５と、変調部２
６と、送信部２７と、デュプレクサ２８と、送受信アンテナ２９と、受信部３０と、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ合成判定部３１と、再送制御部３２と、再送バッファ３３と、スケジューラ
３４とをそなえて構成される。
【００５７】
　ここで、上位レイヤ処理部２２は、移動局１宛の送信データについてレイヤ２以上の上
位レイヤの各種データ処理を行なう機能や、前記送信データに関する各種データ処理によ
り得られるサービス情報をスケジューラ３４及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１に入力
する機能を具備するものである。なお、前記サービス情報とは、移動局１と基地局２１と
の間で送受信されるデータ（パケット）の種類を表すものであり、スケジューラ３４は、
このサービス情報を識別することにより、例えば、当該パケットが、メールの送受信のよ
うにリアルタイム性を必要としない通信であるか、それとも、ストリーミング通信のよう
にリアルタイム性を必要とする通信であるかを区別できるようになっている。
【００５８】
　データフレーム処理部２３は、上位レイヤ処理部２２からの送信データをスケジューラ
３４の制御に従って所定のフレームフォーマットにフレーム化するものであり、ＣＲＣ付
加部２４は、データフレーム処理部２３からの送信データ（フレーム）に、ＣＲＣチェッ
ク用のＣＲＣ符号を付加するものである。
　また、チャネル符号化部２５は、前記ＣＲＣ付加部２４からの送信フレームについてタ
ーボ符号や畳み込み符号等の誤り訂正符号によるチャネル符号化処理を施すものであり、
変調部２６は、前記チャネル符号化された送信フレームを、シンボル単位にＱＰＳＫや１
６値ＱＡＭ等の所要の変調方式における信号点を有するシンボルにマッピングして変調す
るものである。
【００５９】
　送信部２７は、前記変調部２６からの送信フレームについて、ＤＡ（Digital to Analo
g）変換や無線周波数（ＲＦ：Radio Frequency）への周波数変換（アップコンバート）等
を含む所要の無線送信処理を施すものであり、デュプレクサ２８は、この送信部２７から
の送信ＲＦ信号を送受信アンテナ２９へ送信するとともに、送受信アンテナ２９で受信さ
れたＲＦ信号を受信部３０へ送信するものである。
【００６０】
　また、送受信アンテナ２９は、上記デュプレクサ２８からの送信ＲＦ信号を移動局１へ
向けて空間に放射するとともに、移動局１から送信されたＲＦ信号を受信するものである
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。
　受信部３０は、送受信アンテナ２９及びデュプレクサ２８を通じて入力される、移動局
１からの受信データについてベースバンド周波数への周波数変換（ダウンコンバート）や
ＡＤ（Analog to Digital）変換等を含む所要の無線受信処理を施すもので、その過程で
受信データから前記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報，Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
及びＳＩＲ値（あるいは、ＣＱＩ）を抽出できるようになっている。即ち、受信部３０は
、既述のとおり、あるプロセス番号の受信データに対して送信されるＯｗｎ　ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報（第１送達確認結果情報）に、他プロセス番号の受信データについてのＯｔｈ
ｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第２送達確認結果情報）を付加して送信されたデータを移
動局１から受信する受信手段として機能する。
【００６１】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１は、前記受信部３０にて抽出した、ＳＩＲ値（あるい
は、ＣＱＩ），Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報並
びに前記上位レイヤ処理部２２からのサービス情報などに基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報の判定を行ない、その判定結果（Final Result ACK/NACK）を前記スケジューラ３４及
び再送制御部３２へ送出するものである。即ち、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１は、前
記受信部３０で受信されたデータの前記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づいて、基地局２１から移動局１宛に送信したデータのＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報判定結果（送達確認結果）を識別する識別手段として機能する。なお、移
動局１からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が、図２０に示すＴ１タイマにより設定される時間以
内に到着しない場合は、それまでに到着したＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を用いて上記送達確認
を行なうこともできる。
【００６２】
　即ち、データ通信中であれば、常時、他のプロセスのデータが断続的に送られてくるが
、最終データの受信時には、他のプロセス番号のデータ受信時におけるＯｔｈｅｒ　ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報を受信することはなく、このために、Ｔ１タイマによるＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ受信処理の打切り処理が施されるようになっている。また、データの通信断が発生した
場合にも受信データを上位レイヤへ通知しないとデータの滞留が発生するため、Ｔ１タイ
マによるＡＣＫ／ＮＡＣＫ受信処理の打切り処理が必要となる。この場合は、上位レイヤ
で許容される遅延時間内でＴ１タイマを設定し、例えば、音声通信では２０ｍｓ以下のタ
イマに設定することで通話のレスポンス低下を防止することが可能となる。
【００６３】
　上記Ｔ１タイマは下位レイヤで、この時間を満了した後に再送されることはない時間を
設定しており、上位レイヤに対して、これ以上待っても下位レイヤで再送されないことを
通知するものである。なお、Ｔ１タイマによる時間設定は送信側（基地局２１）、受信側
（移動局１）の両方に設定されている。
　このように、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を合成判定するにあたって、Ｔ１タイマによる設定
時間以上待っても、他のプロセス番号のＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信できな
いと判断した場合に、それまでに受信したＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づき、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ判定処理を行なうことができる。なお、必ずしもＴ１タイマを用いる必要はなく、Ｔ
１タイマと同様の機能を具備するタイマを別途用意してもよい。
【００６４】
　また、上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１は、受信したＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報の内容を訂正する機能を有していてもよい。例えば、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報の過半数ビット（例えば、全１０ビット中８ビット）が「１」である場合には、全ビッ
トを「１」に訂正することもできる。同様に、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の過半
数ビット（例えば、全１０ビット中８ビット）が「０」である場合には、全ビットを「０
」に訂正することもできる。
【００６５】
　再送制御部３２は、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
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判定結果に基づいて、当該送信データの再送制御を行なうものである。
　再送バッファ３３は、チャネル符号化部２５にてチャネル符号化された送信フレームを
再送に備えて一時的に格納（記憶）しておくものであり、例えばプロセス数分の専用メモ
リ（図示省略）あるいは基地局２１に設けられる共用のメモリ（図示省略）が用いられる
。そして、前記再送制御部３２からの再送制御に基づいて、再送用の当該送信フレームを
再びチャネル符号化部２５へと送出するものである。
【００６６】
　スケジューラ３４は、前記上位レイヤ処理部２２からのサービス情報及び前記ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ合成判定部３１からのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果に基づいて、送信フレーム
送出のスケジューリングを行なうもので、例えば、再送処理が必要ない場合に、新規のプ
ロセス番号の送信フレームを送出するように、前記データフレーム処理部２３をスケジュ
ーリング制御する機能を具備している。
【００６７】
　（基地局２１の動作説明）
　以下、上述のごとく構成された本実施形態の基地局２１の全体動作について簡単に説明
すると、まず、移動局１宛の送信データに対して所要の送信処理を施して、移動局１宛に
データを送信する。次いで、送受信アンテナ２９を通じて移動局１からの受信（データ）
信号を受信し、受信部３０にて当該受信信号から前記送信データに対するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報を抽出し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１にてＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定処理を行な
う。ここで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定結果がＯＫであると判定された場合は、当該ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報に対応するプロセス番号の送信データが移動局１側で正常に受信されたと認
識して、当該プロセス番号の次の送信データとして新規のデータを移動局１宛に送信する
。一方、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定結果がＮＧであると判定された場合は、当該ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報に対応するプロセス番号の送信データが移動局１側で正常に受信されなかったと
認識して、当該プロセス番号の次の送信データとして再送用のデータを移動局１宛に送信
する。
【００６８】
　（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定処理の説明）
　次に、基地局２１でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の判定処理について図６を用いて説明する
。図６は図５に示すプロセス毎のフレームフォーマット一覧のうち、プロセス番号「１」
に着目した場合のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の一例を示す図である。
　この図６では、基地局２１は、プロセス番号「１」の送信データについての、移動局１
からのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として、１０ビットの「１１１１１１１１１１」を
受信するとともに、プロセス番号「１」以外の他のプロセス番号（５プロセス分）の各送
信データについての、移動局１からのＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報として、２ビッ
トずつの「１１」，「１０」，「００」，「１１」，「１１」を受信する様子を示してい
る。ただし、「１１」はＡＣＫ情報（以下、単にＡＣＫと表記することもある）、「００
」はＮＡＣＫ情報（以下、単にＮＡＣＫと表記することもある）、「１０」はＤＴＸを表
す。
【００６９】
　これらのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づ
いて、上記ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１が、例えば、硬判定合成を行なうことにより
、当該送信データの送達確認結果が、ＡＣＫであるかＮＡＣＫであるかを判定することが
できる。例えば、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報のうち、ＡＣＫ情報が１つでも受信できた場合には、基地局２１は、移動局１におい
て当該プロセス番号の送信データが正常に受信されたと判定する。
【００７０】
　また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１は、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯ
ｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づいて、軟判定合成を用いて当該送信データの送達
確認結果がＡＣＫであるかＮＡＣＫであるかを判定することもできる。例えば、上記Ｏｗ
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ｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のうち、ＡＣＫ情報の
スコア値を「２」、ＮＡＣＫ情報のスコア値を「－２」、ＤＴＸ情報のスコア値を「０」
として、各スコア値の和が０以上となった場合は、移動局１から受信した送達確認結果情
報をＡＣＫと判定し、前記スコア値の和が０未満となった場合は、移動局１から受信した
送達確認結果情報をＮＡＣＫと判定する。図６に示す例では、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報のスコア値は「１０」であり、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のスコア値はそれ
ぞれ、「２」，「０」，「－２」，「２」，「２」であるので、スコア値の和は、「１４
」となる。したがって、前記スコア値の和が０以上であると判定され、基地局２１は、移
動局１において当該プロセス番号の送信データが正常に受信されたと判定する。
【００７１】
　このように、基地局２１は、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に加えて、他のプロセ
ス番号の送信データについての送達確認時に受信するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｔｈｅｒ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）に基づき、当該プロセス番号の送信データについての送達確認
を行なうことができる。したがって、あるプロセス番号の受信データに対応するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報を１対１で対応付けて送受信する場合に比して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の冗
長性が増し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の送受信における誤認識発生率を低減することが可能
となる。
【００７２】
　（システム全体の動作説明）
　次に、上述した移動局１、基地局２１間の通信動作について図８に示すフローチャート
を用いて説明する。
　まず、基地局２１側では、受信部３０が、移動局１から送信されるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報を受信処理し（ステップＳ１）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１が、プロセスカウン
タ値（プロセス番号），ＳＩＲ，サービス種別（上位レイヤ処理部２２により得られるサ
ービス情報）及びタイマ（Ｔ１タイマ）値に基づいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の送達確認を
行なう（ステップＳ２、ステップＳ３）。なお、ここでは、前記軟判定合成処理を用いる
こととする。
【００７３】
　そして、前記送達確認結果が、ＡＣＫであった場合は、ステップＳ３の新規ルートをと
って、スケジューラ３４が新規データをバッファから読み出す（ステップＳ４）。また、
前記送達確認結果が、ＮＡＣＫであった場合は、ステップＳ３の再送ルートをとって、再
送制御部３２の再送制御によりチャネル符号化部２５が、再送バッファ３３から再送デー
タを読み出す（ステップＳ５）。
【００７４】
　次いで、基地局２１では、上記の新規又は再送データに所定の送信処理が施され、送信
部２７により移動局１宛に送信される（ステップＳ６）。
　一方、移動局１側では、制御チャネル受信処理部４及びデータチャネル受信処理部５に
て、基地局２１から送信された送信データ（新規又は再送データ）についてデータ受信処
理が施される（ステップＳ７）。
【００７５】
　そして、受信処理したデータ及びプロセスカウンタ２０からのプロセス番号通知に基づ
き、再送合成部１０にて、当該受信データが新規データであるか再送データであるかが判
定される（ステップＳ８）。ここで、当該受信データが新規データであると判定された場
合は、ステップＳ８の新規ルートをとって、ＣＲＣチェック部１３によりＣＲＣチェック
処理が施される（ステップＳ９）。ここで、当該ＣＲＣチェック結果がＮＧであると判定
された場合は、ステップＳ９のＮＧルートをとって、ＨＡＲＱ情報格納バッファ（再送合
成用記憶バッファ）１１にＨＡＲＱ情報（再送合成用データなど）が記憶され、当該ＣＲ
Ｃチェック結果がＯＫであると判定された場合は、ステップＳ９のＯＫルートをとって、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８にて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が生成される（ステップＳ１３
）。
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【００７６】
　また、前記受信データが再送データであると判定された場合は、ステップＳ８の再送ル
ートをとって、再送合成部１０により再送合成用記憶バッファ１１から再送合成用データ
が読み出され、ＨＡＲＱ合成処理が施される（ステップＳ１０）。
　そして、ＨＡＲＱ合成処理を施されたデータは、チャネル復号化部１２により、データ
チャネル復号処理を施され（ステップＳ１１）、次いで、ＣＲＣチェック部１３によりＣ
ＲＣチェック処理が施される（ステップＳ１２）。
【００７７】
　ここで、当該ＣＲＣチェック結果がＮＧである場合は、ステップＳ１２のＮＧルートを
とって、前記ＨＡＲＱ情報格納バッファに格納されているＨＡＲＱ情報が更新されるとと
もに、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８にて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が生成される（ステップ
Ｓ１３）。
　また、当該ＣＲＣチェック結果がＯＫである場合は、ステップＳ１２のＯＫルートをと
って、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８にて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が生成される（ステップ
Ｓ１３）。
【００７８】
　そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部１８で生成されたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）と基地局２１宛の送信デー
タとが、ＭＵＸ１９にて多重されて（ステップＳ１４）、送信処理部７により基地局２１
へと送信される。
　このようにして、基地局２１が移動局１宛に送信した送信データに対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報が、移動局１から基地局２１へフィードバックされる。
【００７９】
　次に、本実施形態におけるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の判定処理について図９に示す具体例
を用いて説明する。図９はＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の一部に誤認識が発生した場合のデータ
通信（再送処理）について示した模式図である。
　まず、Ｎチャネルストップアンドウェイト方式を用いた通信システム（ここではＮ＝６
）において、基地局２１がプロセス番号「１」（Process #1）、パケット番号「Ｘ」（パ
ケットNO.X）の新規データを送信（パケット送信）すると、移動局１は、基地局２１から
の当該データを正常に受信できなかったことを示すＮＡＣＫ情報をＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報により送信する（パケット受信結果のフ
ィードバック）。
【００８０】
　基地局２１は、移動局１からの送達確認結果情報を受信するが（フィードバック情報受
信）、移動局１からのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を誤認識（ＮＡＣＫ情報をＡＣＫ情
報と誤認識）している。つまり、移動局１はＮＡＣＫ情報を送信したが、基地局２１では
ＡＣＫ情報と誤認識している。
　ところが、基地局２１は、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報がＮＡＣＫ情報であると
認識しているので、これらを例えば軟判定合成することにより、移動局１からのＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報をＮＡＣＫ情報であると正常に認識（判定）することができ、移動局１は、
当該プロセス番号「１」（Process #1）、パケット番号「Ｘ」（パケットNO.X）のデータ
を再送処理することが可能となる（ＨＡＲＱブロック）。
【００８１】
　このように、基地局２１は、上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に加えて、Ｏｔｈｅｒ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づき、当該プロセス番号の送信データについての送達確認を
行なうことができるので、あるプロセス番号の受信データに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報を１対１で対応付けて送受信する場合に比して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の冗長性が増し
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の送受信における誤認識発生率を低減することが可能となる。
【００８２】
　次に、本実施形態の基地局２１の変形例について、図１０～図１９を用いて説明する。
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　〔Ｂ〕変形例の説明
　本変形例では、基地局２１において、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１の代わりに、図
１０に示す重み付け判定部４０がそなえられている。なお、説明を簡単にするために、Ｎ
＝６とする。
【００８３】
　この重み付け判定部４０は、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第１送達確認結果情報）
及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（第２送達確認結果情報）を重み付け合成してＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報の判定（認識）するものである。
　このために、重み付け判定部４０は、重み付け係数（Ｗｅｉｇｈｔ）設定部３５と、第
１重み付け係数加算部３６と、第２重み付け係数加算部３７と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判
定部３１Ａとをそなえて構成されている。
【００８４】
　ここで、重み付け係数（Ｗｅｉｇｈｔ）設定部３５は、ＳＩＲ値，サービス情報及びプ
ロセスカウンタ値（プロセス番号）に基づき、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報用の重み付
け係数α１とＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報とを後段の第１重み付け係数加算部（Own AC
K/NACK Weight 加算部）３６に出力するとともに、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報用
の重み付け係数α２～α６とＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Process #N-1 ACK/NACK Si
gnal～Process #N-5 ACK/NACK Signal）とを後段の第２重み付け係数加算部（Other ACK/
NACK Weight 加算部）３７にそれぞれ出力するものである。
【００８５】
　第１重み付け係数加算部３６は、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に上記Ｏｗｎ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報用の重み付け係数α１を合成（乗算）するものであり、第２重み付け係数
加算部３７は、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に上記Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報用の重み付け係数α２～α６をそれぞれ合成（乗算）するものである。また、このた
めに、第２重み付け係数加算部３７は、プロセス別重み付け係数加算部（Process #N-M A
CK/NACK Weight 加算部）３７－１～３７－Ｍ（Ｍ＝１，２，・・・，Ｎ－１の自然数、
ここではＭ＝５）をそなえて構成されている。
【００８６】
　プロセス別重み付け係数加算部３７－１は、前記重み付け係数設定部３５からのProces
s #N-1 ACK/NACK Signalに重み付け係数α２を合成（乗算）するものであり、プロセス別
重み付け係数加算部３７－２～３７～５も同様の処理を行なうものである。
　また、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１Ａは、第１重み付け係数加算部３６及び第２重
み付け係数加算部３７からの重み付けされた、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈ
ｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づいて、最終的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果（Fina
l Result ACK/NACK）を出力するものである。例えば、前述の一実施形態と同様に、Ｏｗ
ｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報にスコア値を定義して
、軟判定合成処理することにより、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果を出力するようになっ
ている。つまり、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部３１Ａは、前記Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報（第２送達確認結果情報）を重み付け合成する重み付け合成部として機能するこ
ととなる。
【００８７】
　（重み付け判定処理の説明）
　次に、図１１～図１５に示す上記重み付け係数のパターン例を用いて、上記重み付け判
定部４０の動作について説明する。
　図１１は重み付け係数α１を「１」、α２～α６をそれぞれ「０」とした場合の各ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情
報）とそのスコア値及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果を示す図である。
【００８８】
　図１１に示す例では、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１１１１１１１１１」、Ｏ
ｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１」，「１１」，「１０」，「００」，「１１」
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であり、さらに、α１が「１」、α２～α６がそれぞれ「０」となっているので、各スコ
ア値の和は、１０×１＋２×０＋２×０＋０×０＋（－２）×０＋２×０＝１０（≧０）
となり、基地局２１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果がＡＣＫであると認識（判定）す
ることができる。
【００８９】
　この図１１に示す例では、α１を「１」、α２～α６をそれぞれ「０」としているので
、従来と同様のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報についてＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定処理を行なうことが
でき、従来フォーマット（PRE、ACK/NACK、POST）と互換を保つことが可能となる。しか
しながら、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の検出精度（誤認識発生率）も従来と同等となる。
　このような重み付けパターンを適用することにより、例えば、従来システムの基地局２
１など、本実施形態のフレームフォーマットに対応することができない基地局２１とのイ
ンタフェースにおいて、基地局２１の回路構成を変更せずに、上記重み付け係数の設定の
みで従来フレームフォーマットの受信に対応することができるようになる。
【００９０】
　図１２は重み付け係数α１を「１」、α２～α６をそれぞれ「０．５」とした場合の各
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報）とそのスコア値及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果を示す図である。
　図１２に示す例では、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１１１１１１１１１」、Ｏ
ｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１」，「１１」，「１０」，「００」，「１１」
であり、さらに、α１が「１」、α２～α６がそれぞれ「０．５」となっているので、各
スコア値の和は、１０×１＋２×０．５＋２×０．５＋０×０．５＋（－２）×０．５＋
２×０．５＝１２（≧０）となり、基地局２１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果がＡＣ
Ｋであると認識（判定）することができる。
【００９１】
　この図１２に示す例では、α１を「１」、α２～α６をそれぞれ「０．５」とすること
により、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の冗長性を増加させているが、α２～α６を「１」とする
ことも可能である。しかしながら、このようにＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に重み
付け係数を設定する場合は、重み付け設定に不備があると、基地局２１側でＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報を誤認識する確率が逆に大きくなることもあるので、例えば、移動局１、基地局
２１間の通信環境が良好（無線伝播環境がスタティックな状態（ホットスポット））では
、上記α２～α６を「１」に設定することで、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の冗長度を２倍にす
ることができ、また、移動局１、基地局２１間の通信環境が変動するような場合、即ち、
ＳＩＲの変動が大きい場合には、上記α２～α６を「０．５」に設定することで、Ｏｗｎ
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信結果を重視するようにしている。
【００９２】
　図１３は図１２に示した重み付け設定例において、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受
信できなかった場合の、重み付け判定部４０の動作について示す図である。
　図１３に示す例では、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「未受信（データなし）」、Ｏ
ｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１」，「１１」，「１０」，「００」，「１１」
であり、さらに、α１が「１」、α２～α６がそれぞれ「０．５」となっているので、各
スコア値の和は、０×１＋２×０．５＋２×０．５＋０×０．５＋（－２）×０．５＋２
×０．５＝２（≧０）となり、基地局２１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果がＡＣＫで
あると認識（判定）することができる。
【００９３】
　このように、基地局２１が、たとえＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信できなかった
場合でも、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に基づいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の判定
処理を実施することが可能となる。
　図１４は重み付け係数α１，α３を「１」、α２、α４～α６をそれぞれ「０．５」と
した場合の各ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報及びＯｔｈｅｒ　Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報）とそのスコア値及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果を示す図である
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。なお、この例では、Process #N-2のデータ受信時において、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
情報のビットデータが全て「１」または全て「０」であったので、当該プロセスの受信状
態（通信環境）が良好であり、Process #N-2で受信されるデータ（Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報）の信頼度が大きいことから、より大きな重み付け係数を与えている。
【００９４】
　このとき、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１００１１１１００」、Ｏｔｈｅｒ　
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報が「１１」，「１１」，「１０」，「００」，「１１」であり、さ
らに、α１及びα３が「１」、α２、α４～α６がそれぞれ「０．５」となっているので
、各スコア値の和は、（６－４）×１＋２×０．５＋２×１＋０×０．５＋（－２）×０
．５＋２×０．５＝５（≧０）となり、基地局２１は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定結果が
ＡＣＫであると認識（判定）することができる。
【００９５】
　このような重み付けパターンを適用することにより、１プロセス毎の受信結果の信頼度
に基づき重み付け係数を設定することができ、受信状態（通信環境）が良好なプロセスに
着目したＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報制御が可能となり、受信状態の変化に追従しやすい。
　つまり、あるプロセス番号の受信データの到達確認時において、他のプロセスの受信デ
ータに対応する、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信結果が安定した値（ＡＬＬ「１」
やＡＬＬ「０」）である場合、そのプロセスの通信時の通信環境が良好であると判断する
ことができる。したがって、良好であると判断できるプロセス番号のＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ
／ＮＡＣＫ情報のみに重み付け係数「１」を合成するとともに、それ以外のプロセス番号
のＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に重み付け係数「０」を設定することもでき、この
場合さらに、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識発生率を抑制することが可能となる。
【００９６】
　次に、上記図１１～図１４に示す重み付けパターンでは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の判定
が困難である場合（スコア値の和が０など）に適用できる重み付けパターンの変形例につ
いて図１５を用いて説明する。図１５に示す重み付けパターンはＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報及びＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のスコア値の和を個別に求めて、その結果
にさらに重み付け係数を設定するものである。
【００９７】
　例えば、重み付け係数α１を「１」として、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報「１１１１
１１００００」のスコア値を求めると、（６－４）×１＝２となり、重み付け係数α２～
α６を「１」として、Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報「００」，「００」，「００」
，「１１」，「１１」のスコア値を求めると、（－２）×１＋（－２）×１＋（－２）×
１＋２×１＋２×１＝－２となる。したがって、この時点でのスコア値の和は０となるの
で、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の信頼性は低いと判断できる。
【００９８】
　図１５に示す重み付けパターン例では、このような場合に、さらに、プロセス毎の受信
データ到着時のＳＩＲ値などに基づき、重み付け係数α’を設定する。本例では、Ｏｔｈ
ｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信時のＳＩＲ値よりもＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の
受信時のＳＩＲ値が大きいものとし、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のスコア値について
の重み付け係数α’を「１」とする一方、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のスコア値の和
についての重み付け係数α’を「０．５」に設定する。
【００９９】
　このように、複数回に分けて重み付け係数を合成することにより、図１１～図１４に示
す重み付けパターンに比して、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の判定処理に柔軟性を持たせること
が可能となる。
　（重み付け係数の設定方法の説明）
　次に、図１６～図１８を用いて上記重み付け係数の設定方法について説明する。
【０１００】
　図１６は通信環境に関する各パラメータに基づき決定されるＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
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情報に対する重み付け係数の一例を示す図であり、図１７は通信環境に関する各パラメー
タに基づき決定されるＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報に対する重み付け係数の一例を
示す図である。
　ここで、上記各パラメータ（ここでは、ＳＩＲ変動，受信タイミングＳＩＲ値，自プロ
セス偏差及びサービス種別）について説明する。
【０１０１】
　ＳＩＲ変動は、例えば、６プロセス分の受信処理の間（時間Ｔ）のＳＩＲ変動分（ある
いは分散）を表すパラメータであり、前記ＳＩＲ変動分が、所定の閾値以上であれば「安
定」とし、それ以外の場合は「変動」とするものである。
　例えば、図１８に示すＳＩＲ変動の一例に示すように、上記時間ＴにおけるＳＩＲ値の
変動（平均値あるいは分散値）が所定の閾値以上である場合に「安定」とし、それ以外の
場合に「変動」と場合分けできるようになっている。なお、前記所定の閾値は、ＳＩＲ値
と、受信判定の精度を元に、予め誤認識する確率が小さい値が設定される。即ち、例えば
、エラーレートが２０％以下となるＳＩＲ値を閾値に設定するようにする。
【０１０２】
　受信タイミングＳＩＲ値は、当該プロセス番号の受信データに対応するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報（Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報）の受信時におけるＳＩＲ値が前記所定の閾値以
上である場合に「高」とし、それ以外の場合に「低」としている。
　自プロセス偏差は、各プロセスの受信データに対応するＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報
のビット値が、所定の割合よりも偏っている場合に「大」とし、それ以外の場合に「小」
としている。例えば、Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の全ビット中、「１」又は「０」が
８割以上である場合に「大」とし、それ以外の場合に「小」とする。
【０１０３】
　サービス種別は、各種サービスに基づき、重み付け係数の大きさを設定するものであり
、例えば、メールの送受信のようにリアルタイム性を必要としない通信をＮＲＴ（Non Re
al Time）とし、ストリーミング通信のようにリアルタイム性を必要とする通信をＲＴ（R
eal Time）としている。ＮＲＴなどの連続で間欠的に送信されるデータについては、重み
付け係数を大きくすることにより、ＳＩＲ変動に対しての信頼度を向上させることが可能
となる。
【０１０４】
　上述のように設定した各パラメータに基づき、例えば図１６及び図１７に示すように、
重み付け係数が設定される。本例では、ＳＩＲ変動が「安定」、受信タイミングＳＩＲ値
が「高」、自プロセス偏差が「大」、サービス種別が「ＲＴ」である方の重み付け係数を
大きく設定するようにしている。
　次に、上述したような重み付け係数の設定方法について、図１９を用いて説明する。図
１９は重み付け係数設定方法を示すフローチャートである。
【０１０５】
　まず、基地局２１は、移動局１からＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を受信し（ステップＳ２０）
、重み付け判定部４０が、プロセスカウンタ値（プロセス番号）に基づいてプロセスタイ
ミングを判定する（ステップＳ２１）。ここで、重み付け判定部４０は、移動局１から受
信したデータが、自プロセスタイミングであると判定した場合、重み付け判定部４０は、
ステップＳ２１の自プロセスタイミングルートをとって、自プロセスのＯｗｎ　ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ情報を抽出し（ステップＳ２２）、さらに、ＣＲＣチェック処理などを施すこと
により、自プロセスのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報についてビットエラーを検出する（
ステップＳ２３）。次いで、重み付け判定部４０は、自プロセスのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ情報について、ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット偏差が閾値（例えば、全ビットの８割）以上
であるかどうかを判定する（ステップＳ２４）。
【０１０６】
　一方、重み付け判定部４０は、移動局１から受信したデータが、他プロセスタイミング
であると判定した場合、ステップＳ２１の他プロセスタイミングルートをとって、他プロ



(23) JP 4829754 B2 2011.12.7

10

20

30

40

50

セスのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報を抽出し（ステップＳ２５）、さらに、例えばＣＲ
Ｃチェック処理などを施すことにより、他プロセスのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報につ
いてビットエラーを検出する（ステップＳ２６）。次いで、重み付け判定部４０は、他プ
ロセスのＯｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報ＡＣＫ／ＮＡＣＫビット偏差が閾値（例えば、全
ビットの８割）以上であるかどうかを判定する（ステップＳ２７）。
【０１０７】
　また、重み付け判定部４０は、前記ステップＳ２１において、移動局１から受信したデ
ータが、他プロセスタイミングであると判定した場合、ステップＳ２１の他プロセスタイ
ミングルートをとって、他プロセスのＯｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報も抽出する（ス
テップＳ２８）。
　さらに、基地局２１は、上記各パラメータ（ＳＩＲ変動，受信タイミングＳＩＲ値及び
サービス種別）を求めるべく、移動局１からの受信データに基づきＳＩＲ値を測定する（
ステップＳ２９）。
【０１０８】
　そして、重み付け判定部４０は、例えば、前記時間ＴにおけるＳＩＲ値の変動（平均値
あるいは分散値）を測定し（ステップＳ３０）、その測定結果が前記所定の閾値以上であ
るかどうかを判定する（ステップＳ３１）。
　また、重み付け判定部４０は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の受信時におけるＳＩＲ値につい
ても測定し（ステップＳ３２）、この測定結果が前記所定の閾値以上であるかどうかも判
定する（ステップＳ３３）。
【０１０９】
　さらに、重み付け判定部４０は、移動局１から受信したデータに基づき、サービス種別
を識別し（ステップＳ３４）、前記サービス種別が「ＲＴ」であるか「ＮＲＴ」であるか
を判定する（ステップＳ３５）。
　そして、上記ステップＳ２４，Ｓ２７，Ｓ３１、Ｓ３３及びＳ３５の判定結果に基づい
て、重み付け係数設定部３５が、第１重み付け係数（Own Weight）及び第２重み付け係数
（Other Weight）を決定する（ステップＳ３６，Ｓ３７）。
【０１１０】
　例えばＴ１タイマによる時間制限（ステップＳ３９）に基づき、第１重み付け係数加算
部３６及び第２重み付け係数加算部３７により、前記第１重み付け係数及び第２重み付け
係数と、ステップＳ２２，Ｓ２５，Ｓ２８の測定結果とがそれぞれ合成されて、ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ合成判定部３１により、最終的なＡＣＫ／ＮＡＣＫ判定結果（Final ACK/NACK R
esult）が出力される（ステップＳ３８）。
【０１１１】
　上述のような重み付け係数設定方法により、重み付け係数を合成されたＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報を基地局２１側で認識（判定）することで、受信状態（通信環境）が良好なプロセ
スに対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報について信頼性を高く評価することができ、受信状態
の変化に柔軟に対応したＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定処理を実現することができる。
　したがって、前記の一実施形態によるＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報判定処理に比して、さらに
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識発生率を低減することが可能となるので、基地局２１側で
のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報の誤認識によるデッドロックが解消されスループット低下を防止
することが可能となる。
【０１１２】
　以上、本発明の一実施形態及び変形例について詳細に説明したが、本発明は上記の実施
形態及び変形例に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において任意
に変形して実施することができる。
　〔Ｃ〕付記
　　（付記１）
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう送信元通信装置と送信先通信装置とをそなえた無線通信システムにおいて、
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　該送信先通信装置は、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プロセス
番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して該送信元通信装置へ送信し、
　該送信元通信装置は、
　該送信先通信装置からの前記第１及び第２送達確認結果情報に基づいて該送信先通信装
置へ送信した信号の送達確認結果を識別することを特徴とする、無線通信方法。
【０１１３】
　（付記２）
　該送信先通信装置は、
　複数の他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を前記第１送達確認
結果情報に付加することを特徴とする、付記１記載の無線通信方法。
　（付記３）
　該送信先通信装置は、
　該送信元通信装置との間の無線環境に応じて、前記第１送達確認結果情報に付加する前
記第２送達確認結果情報の数を変更することを特徴とする、付記２記載の無線通信方法。
【０１１４】
　（付記４）
　該送信先通信装置は、
　前記第１送達確認結果情報に対して、前記第２送達確認結果情報に加えて所定のトレー
ニングパターン情報を付加することを特徴とする、付記１～３のいずれか１項に記載の無
線通信方法。
【０１１５】
　（付記５）
　該送信元通信装置は、
　前記第２送達確認結果情報を重み付け合成することを特徴とする、付記２記載の無線通
信方法。
　（付記６）
　該送信元通信装置は、
　前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け合成して前記識別を行なうことを特徴と
する、付記１～５のいずれか１項に記載の無線通信方法。
【０１１６】
　（付記７）
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であって、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報を生成する第１
生成手段と、
　前記プロセス番号とは異なる他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情
報を生成する第２生成手段と、
　前記第１送達確認結果情報に前記第２送達確認結果情報を付加して前記受信信号の送信
元通信装置へ送信する送信手段とをそなえたことを特徴とする、無線通信装置。
【０１１７】
　（付記８）
　該送信手段が、
　複数の他プロセス番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を前記第１送達確認
結果情報に付加して前記受信信号の送信元通信装置へ送信する多重送信部をそなえたこと
を特徴とする、付記７記載の無線通信装置。
【０１１８】
　（付記９）
　該送信手段が、
　該送信元通信装置との間の無線環境に応じて、前記第１送達確認結果情報に付加する前
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記第２送達確認結果情報のビット数を変更する付加ビット数変更部をそなえたことを特徴
とする、付記８記載の無線通信装置。
【０１１９】
　（付記１０）
　該送信手段が、
　前記第１送達確認結果情報に対して、前記第２送達確認結果情報に加えて所定のトレー
ニングパターン情報を付加するトレーニングパターン付加部をそなえたことを特徴とする
、付記７～９のいずれか１項に記載の無線通信装置。
【０１２０】
　（付記１１）
　再送合成対象の信号を特定するために定義されたプロセス番号に従って信号の送受信処
理を行なう無線通信システムにおける無線通信装置であって、
　或るプロセス番号の受信信号に対して送信すべき第１送達確認結果情報に、他プロセス
番号の受信信号についての第２送達確認結果情報を付加して送信された信号を送信先通信
装置から受信する受信手段と、
　該受信手段で受信された信号の前記第１及び第２送達確認結果情報に基づいて該送信先
通信装置へ送信した信号の送達確認結果を識別する識別手段とをそなえたことを特徴とす
る、無線通信装置。
【０１２１】
　（付記１２）
　該識別手段が、
　前記第２送達確認結果情報を重み付け合成する重み付け合成部をそなえたことを特徴と
する、付記１１記載の無線通信装置。
　（付記１３）
　該識別手段が、
　前記第１及び第２送達確認結果情報を重み付け合成して前記識別を行なうことを特徴と
する、付記１１または１２に記載の無線通信装置。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る無線通信装置（移動局；送信先通信装置）の要部の構
成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る無線通信装置（基地局；送信元通信装置）の要部の構
成を示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態に係るフレームフォーマットの一例を示す模式図である。
【図４】本発明の一実施形態に係るフレームフォーマットの一例を示す模式図である。
【図５】本発明の一実施形態に係るプロセス毎のフレームフォーマットの一例を示す図で
ある。
【図６】本発明の一実施形態に係るプロセス毎のフレームフォーマットの一例を示す図で
ある。
【図７】本発明の一実施形態に係るプロセス毎のフレームフォーマットの一例を示す図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の一実施形態に係る通信システムの動作の具体例を示す模式図である。
【図１０】本発明の変形例に係る重み付け処理部の構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の変形例に係る重み付けパターンの一例を示す図である。
【図１２】本発明の変形例に係る重み付けパターンの一例を示す図である。
【図１３】本発明の変形例に係る重み付けパターンの一例を示す図である。
【図１４】本発明の変形例に係る重み付けパターンの一例を示す図である。
【図１５】本発明の変形例に係る重み付けパターンの一例を示す図である。
【図１６】本発明の変形例に係る重み付け係数の設定方法の一例を示す図である。
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【図１７】本発明の変形例に係る重み付け係数の設定方法の一例を示す図である。
【図１８】本発明の変形例に係る重み付け係数とＳＩＲ値との関係の一例を示す図である
。
【図１９】本発明の変形例に係る通信システムの動作を示すフローチャートである。
【図２０】Ｔ１タイマを示す図である。
【図２１】ＨＳ－ＤＰＣＣＨのフレーム構成を示す模式図である。
【図２２】ＨＳ－ＤＰＣＣＨのフィールドを示す模式図である。
【図２３】送信元通信装置の送信動作の一例を示す図である。
【図２４】従来のＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報のフレームフォーマットの一例を示す図である。
【図２５】従来の通信システムの動作の具体例を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１２３】
１　無線通信装置（移動局；送信先通信装置）
２，２９　送受信アンテナ
３，２８　デュプレクサ
４　制御チャネル受信処理部
５　データチャネル受信処理部
６　制御部
７　送信処理部
８　復調部
９　ＳＩＲ測定部
１０　再送合成部
１１　再送合成用記憶バッファ
１２　チャネル復号化部
１３　ＣＲＣチェック部
１４　開放処理部
１５　タイマ
１６　並び替え処理部
１７　ＲＬＣ処理部
１８　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部
１９　ＭＵＸ
２０　プロセスカウンタ
２１　無線通信装置（基地局；送信元通信装置）
２２　上位レイヤ処理部
２３　データフレーム処理部
２４　ＣＲＣ付加部
２５　チャネル符号化部
２６　変調部
２７　送信部
３０　受信部
３１，３１Ａ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ合成判定部
３２　再送制御部
３３　再送バッファ
３４　スケジューラ
３５　重み付け係数（Ｗｅｉｇｈｔ）設定部
３６　第１重み付け係数加算部
３７　第２重み付け係数加算部
３７－１～３７－Ｍ　プロセス別重み付け係数加算部
３８　Ｏｗｎ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部
３９　Ｏｔｈｅｒ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ生成部
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４０　重み付け判定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(30) JP 4829754 B2 2011.12.7

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(31) JP 4829754 B2 2011.12.7

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】
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